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(57)【要約】
【課題】シンプルな構造を維持しつつ、温度や速度等の
条件に対する各種依存性を小さくすることができ、より
減衰性能に優れた制震ダンパーを提供する。
【解決手段】制震ダンパー１は、鋼材からなる内軸２に
筒状の外管３を同軸且つ非接触で外装し、両管の間に形
成される筒状空間４内に、内軸２と外管３とに固定され
る未加硫ゴム５を収容して形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸状又は筒状の軸心部材に、一又は複数の筒状の外装部材を同軸且つ非接触で外装し、
半径方向で隣接する前記各部材間に形成される筒状空間内で内周側の部材と外周側の部材
との間に、塑性流動抵抗材料を収容したことを特徴とする制震ダンパー。
【請求項２】
　前記塑性流動抵抗材料を、前記内周側の部材と外周側の部材との少なくとも一方に固定
したことを特徴とする請求項１に記載の制震ダンパー。
【請求項３】
　前記軸心部材又は外装部材の表面に、滑動安定処理を施したことを特徴とする請求項１
又は２に記載の制震ダンパー。
【請求項４】
　前記塑性流動抵抗材料を、ポリオルガノシロキサンを主成分とした可塑度２００以上の
未加硫ゴムとしたことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の制震ダンパー。
【請求項５】
　前記塑性流動抵抗材料の収容を、前記筒状空間の両端を閉塞し、前記内周側の部材と外
周側の部材との少なくとも一方に固定されるリング状又は筒状の封止材によって行うこと
を特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の制震ダンパー。
【請求項６】
　前記封止材を、前記内周側の部材と外周側の部材との何れか一方に接着して、前記封止
材における前記塑性流動抵抗材料との当接面を、前記接着側の周縁から半径方向へ離れる
に従って前記塑性流動抵抗材料側へ突出するテーパ面としたことを特徴とする請求項５に
記載の制震ダンパー。
【請求項７】
　前記封止材を、前記内周側の部材と外周側の部材との何れか一方に接着して、他方側の
部材と封止材との対向面間にグリースを介在させたことを特徴とする請求項５又は６に記
載の制震ダンパー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地震等の外力による震動を減衰させるために建物に用いられる制震ダンパー
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の建物においては、柱と横架材とから形成されるフレーム内に、粘弾性体を利用
した制震ダンパーをブレース状に架設して、加振時の粘弾性体の剪断変形により震動エネ
ルギーの吸収を図る制震構造がよく用いられる。この制震ダンパーは、例えば特許文献１
，２に開示のように、外管と、その外管に同軸で遊挿される内管と、両管の重合部間にあ
って両管との対向面がそれぞれ接着されるエラストマー等の粘弾性体とからなるダンパー
部を有し、建物のフレーム内へブレース状に架設される。すなわち、フレームの変形に伴
う外管と内管との相反する軸方向への動作により、粘弾性体を剪断変形させて減衰作用を
生じさせるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０３７４７号公報
【特許文献２】特開平９－１３３１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　上記特許文献１，２のような粘弾性ダンパーは構造がシンプルであって、木造の軸組等
へも取り付けができるメリットがある。しかし、粘弾性体は温度依存性（温度変化による
特性の変移）が大きいため、必要な減衰性能や剛性を得るためにダンパーの数量を増やし
たりダンパーを取り付けるボルトやネジの数や強度等を増やしたりする必要が生じ、設計
的ロスが大きくなる。また、速度依存性（周波数の変化による特性の変移）も大きいため
、特に周波数の小さい風対策のために制震壁を増やしたりする必要が生じる。
【０００５】
　そこで、本発明は、シンプルな構造を維持しつつ、温度や速度等の条件に対する各種依
存性を小さくすることができ、より減衰性能に優れた制震ダンパーを提供することを目的
としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、軸状又は筒状の軸心部材に、一
又は複数の筒状の外装部材を同軸且つ非接触で外装し、半径方向で隣接する各部材間に形
成される筒状空間内で内周側の部材と外周側の部材との間に、塑性流動抵抗材料を収容し
たことを特徴とするものである。
　請求項２に記載の発明は、請求項１の構成において、塑性流動抵抗材料を、内周側の部
材と外周側の部材との少なくとも一方に固定したことを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２の構成において、軸心部材又は外装部材の表
面に、滑動安定処理を施したことを特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３の何れかの構成において、塑性流動抵抗材料
を、ポリオルガノシロキサンを主成分とする可塑度２００以上の未加硫ゴムとしたことを
特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４の何れかの構成において、塑性流動抵抗材料
の収容を、筒状空間の両端を閉塞し、内周側の部材と外周側の部材との少なくとも一方に
固定されるリング状又は筒状の封止材によって行うことを特徴とするものである。
　請求項６に記載の発明は、請求項５の構成において、封止材を、内周側の部材と外周側
の部材との何れか一方に接着して、封止材における塑性流動抵抗材料との当接面を、接着
側の周縁から半径方向へ離れるに従って塑性流動抵抗材料側へ突出するテーパ面としたこ
とを特徴とするものである。
　請求項７に記載の発明は、請求項５又は６の構成において、封止材を、内周側の部材と
外周側の部材との何れか一方に接着して、他方側の部材と封止材との対向面間にグリース
を介在させたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、軸心部材と外装部材とによるシンプルな構造を維持し
つつ、温度や速度等の条件に対する各種依存性を小さくすることができ、より減衰性能に
優れたものとなる。
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１の効果に加えて、筒状空間内への塑性流動抵
抗材料の収容が簡単に行える。
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２の効果に加えて、塑性流動抵抗材料を
接着等によって固定しなくても滑動抵抗が安定し、減衰特性に影響を及ぼさない。
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１乃至３の何れかの効果に加えて、減衰性能に
優れた塑性流動抵抗材料を選択することができる。
　請求項５に記載の発明によれば、請求項１乃至４の何れかの効果に加えて、塑性流動抵
抗材料を筒状空間内で確実に封止することができ、剪断変形を繰り返しても塑性流動抵抗
材料による自己押し出し現象が抑えられる。
　請求項６に記載の発明によれば、請求項５の効果に加えて、片面接着であっても好適な
シール性が得られる。
　請求項７に記載の発明によれば、請求項５又は６の効果に加えて、片面接着でもシール
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性は保たれるし、封止材を設けても滑りは確保でき、減衰性能に支障をきたすことがない
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】制震ダンパーの説明図で、（Ａ）が軸方向の縦断面、（Ｂ）が軸方向の矢視をそ
れぞれ示す。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は制震ダンパーの変更例を示す横断面図である。
【図３】制震ダンパーを設けたフレームの概略図である。
【図４】制震ダンパーの変更例を示す軸方向の縦断面図である。
【図５】制震ダンパーの変更例を示す軸方向の縦断面図である。
【図６】（Ａ）～（Ｄ）は封止材の形態及び変更例を示すＡ部拡大図である。
【図７】封止材の変更例を示す説明図で、（Ａ）が＋Ｘ側の移動端、（Ｂ）が中間位置、
（Ｃ）が－Ｘ側の移動端となる。
【図８】（Ａ）（Ｂ）は封止材の変更例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１に制震ダンパーの一例を示す。この制震ダンパー１は、鋼材からなる軸心部材とし
ての横断面円形の内軸２と、その内軸２に同軸で重合されて内軸２の一端を除いた全周を
非接触で覆い、鋼材からなる外装部材としての横断面円形の外管３と、内軸２と外管３と
の間に形成される筒状空間４内に設けられ、内軸２と外管３との互いの対向面間が接着さ
れる塑性流動抵抗材料としての未加硫ゴム５（図１の網掛け部分）とを備えてなる。６，
６は接着層で、加硫接着や接着剤による後接着によって形成される。
【００１０】
　内軸２及び外管３は、図２（Ａ）に示す制震ダンパー１Ａのように、外管３を長軸を断
面として分割した一対の半円状の半割金具７，７を向かい合わせにして互いの両側縁に形
成したフランジ８，８同士をボルト及びナットで接合して形成したり、同図（Ｂ）に示す
制震ダンパー１Ｂのように内軸２及び外管３を横断面正方形や長方形としたり、この形状
で外管３を同図（Ｃ）の制震ダンパー１Ｃのように一対のコ字状の半割金具９，９として
互いのフランジ１０，１０同士をボルト及びナットで接合したりしてもよい。横断面形状
はこれ以外にも長円形や楕円形等が採用できる。
【００１１】
　未加硫ゴム５には、可塑性が高く（好ましくは可塑度が２００以上）、弾性が小さい未
加硫ゴム、例えばオルガノポリシロキサンを主成分としたシリコーン系の未加硫ゴムや、
ＮＲ（天然ゴム）、ＩＲ（イソプレンゴム）、ＩＩＲ（ブチルゴム）、ＢＲ（ブタジエン
ゴム）、ＥＰＭ，ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンゴム）をベースとする化合物から選択さ
れる未加硫ゴム等が用いられる。未加硫ゴム５と内軸２及び外管３との接着に用いられる
接着剤には、例えばアミノ基やビニル基により変性されたシリコーン系プライマーに過酸
化物（ベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジブチルパーオキサイド等
）のカバー層を形成したものや、ビニルシリコーン系プライマーに過酸化物を混合したも
のが使用される。過酸化物は抵抗力を高めるために用いられる。何れにしてもここでの未
加硫ゴム５と内軸２及び外管３との接着は、未加硫ゴム５の界面が固定され、両者の離反
は接着層の剥がれでなく未加硫ゴム５での母材破壊として生じるようにするのが望ましい
。
【００１２】
　以上の如く構成された制震ダンパー１は、従来のものと同様に、例えば図３に示すよう
に木造建築物等の建物のフレーム２０内においてブレース状に架設されて使用される。す
なわち、外管３から突出する内軸２の端部をフレーム２０の柱２１と横架材２２との仕口
部にガセットプレート２３や取付金具２４を用いて接合する一方、反対側の外管３の端部
を、対角線上の仕口部に同じくガセットプレート２３や取付金具２４を用いて接合する。



(5) JP 2012-102829 A 2012.5.31

10

20

30

40

50

この場合、フレーム２０の大きさによっては内軸２と外管３との何れか一方に延長部材を
接合してもよい。
【００１３】
　こうして架設された制震ダンパー１は、建物に加振されると、フレーム２０の変形に伴
って内軸２と外管３とが軸方向へ相対移動し、未加硫ゴム５を剪断変形させて減衰力を発
揮する。ここで、未加硫ゴム５は減衰特性の温度依存性が低いので、通常の温度変化の領
域で安定した減衰力を発揮することができる。また、速度依存性も低いため、風による低
周波数の振動も効果的に減衰可能となる。
【００１４】
　このように、上記形態の制震ダンパー１によれば、内軸２に筒状の外管３を同軸且つ非
接触で外装し、両管の間に形成される筒状空間４内で内軸２と外管３との間に未加硫ゴム
５を収容したことで、シンプルな構造を維持しつつ、温度や速度等の条件に対する各種依
存性を小さくすることができ、より減衰性能に優れたものとなる。
　特にここでは、未加硫ゴム５を内軸２と外管３との両方に固定しているため、筒状空間
４内への未加硫ゴム５の収容が簡単に行える。
　また、塑性流動抵抗材料を、ポリオルガノシロキサンを主成分とする可塑度２００以上
の未加硫ゴムとしているので、減衰性能に優れた塑性流動抵抗材料を選択することができ
る。
【００１５】
　なお、上記形態では、未加硫ゴムを内軸と外管とのそれぞれの対向面で接着して筒状空
間内での固定を図っているが、図４に示すように内軸２との対向面のみで接着したり、こ
れと逆に外管３との対向面のみで接着したりしてもよい。
　そして、このように未加硫ゴム等の塑性流動抵抗材料を接着しない内軸又は外管の表面
には、滑動抵抗を安定させて減衰性能に影響を及ぼさないようにするために、滑動安定処
理を施すのが望ましい。この滑動安定処理としては、例えばアミノ基やビニル基により変
性されたシリコーン系プライマーやグリース等の滑動安定処理材を塗布する等すればよい
。
【００１６】
　また、接着による固定に限らず、図５に示すように、筒状空間４の前後端を閉塞するリ
ング状又はスリーブ状の封止材１１をそれぞれ設けて未加硫ゴム５の固定を図ってもよい
。この封止材１１の具体的な構造としては、図６（Ａ）に示すように、ゴム材料からなる
封止材１１Ａを内軸２と外管３との間に介在させて内軸２との対向面を接着する構造が考
えられる。この封止材１１Ａにおける未加硫ゴム５との当接面には、すり鉢状のテーパ面
１２が形成されて、未加硫ゴム５を内軸２側へ導くことで接着されない外管３側でのシー
ル性を高めている。封止材１１Ａの接着は外管３との対向面で行ってもよいが、その場合
のテーパ面は図６と逆（円錐状）になる。
【００１７】
　このように、未加硫ゴム５の固定を、筒状空間４の両端を閉塞し、内軸２に固定される
リング状又はスリーブ状の封止材１１によって行うようにすれば、未加硫ゴム５を筒状空
間４内で確実に封止することができ、剪断変形を繰り返しても未加硫ゴム５による自己押
し出し現象が抑えられる。
　特に、封止材１１Ａのように未加硫ゴム５との当接面を、接着側の周縁から半径方向へ
離れるに従って未加硫ゴム５側へ突出するテーパ面１２としたことで、片面接着であって
も好適なシール性が得られる。
　なお、このように封止材１１を内軸２又は外管３に片面接着する場合は、反対側の管と
の対向面間にグリースを介在させるのが望ましい。グリースを介在させれば、片面接着で
もシール性は保たれるし、封止材を設けても滑りは確保でき、減衰性能に支障をきたすこ
とがない。
【実施例】
【００１８】
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　以下の表１は、図５に示す形態でオルガノポリシロキサンを主成分としたシリコーン系
の未加硫ゴムを内軸と外管との間に収容して、筒状空間の両端を、内軸に片面接着される
リング状の封止材（ゴム製シールパッキン）で封止した制震ダンパーにおいて、温度依存
性と速度依存性とを検証したもので、比較例として、アクリル系粘弾性体を用いた粘弾性
ダンパー（比較例１）と、ブタン系高分子材料を収容した粘性ダンパー（比較例２）と、
スチレン系粘弾性体を用いた粘弾性ダンパー（比較例３）との各特性も併せて掲示する。
【００１９】
【表１】

【００２０】
　これにより、他の減衰材料を用いたダンパーに比べて、未加硫ゴムを用いた本実施例の
ダンパーは、温度依存性が０℃～４０℃の範囲で、また、速度依存性が０．５Ｈｚ～５Ｈ
ｚの範囲でそれぞれ最も小さくなることが確認できた。
【００２１】
　さらに封止材としては、図６（Ｂ）に示すように、内軸２に接着した複数の封止材１１
Ｂ，１１Ｂを軸方向へ所定間隔をおいて設けることもできる。この場合、封止材１１Ｂ，
１１Ｂの間の空間１３にグリースを充填してもよい。
　一方、図６（Ｃ）に示すように、内軸２に接着した封止材１１Ｃの外周面にリング状の
凹溝１４を形成してグリース溜まりとし、ここにグリース１５を充填することもできる。
　また、図６（Ｄ）に示すように、内軸２に接着した封止材１１Ｄと未加硫ゴム５との間
にグリース１５を介在させることもできる。これらの場合も封止材１１Ｂ～１１Ｄの接着
は外管３に対して行ってもよい。
【００２２】
　なお、封止材にグリースを併用する場合は、以下の表２に示すように、封止材とグリー
スとの親和性の低い組み合わせとするのが望ましい。左欄の封止材にそれぞれ対応する右
欄のグリース（特にベース油が異なる）との組み合わせとなる。
【００２３】
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【表２】

【００２４】
　但し、封止材に自己潤滑性ゴムを用いれば、グリースは不要となる。この自己潤滑性ゴ
ムとしては、汎用ゴム系（ＮＲ，ＩＲ，ＩＩＲ，ＢＲ，ＥＰＭ，ＥＰＤＭから選択される
ベースポリマーに、不飽和脂肪酸アミドやポリエチレングリコール型界面活性剤等のブリ
ード成分を配合した加硫ゴム）やシリコーンゴム（例えばジメチルシリコーンをベースに
、相容性の悪いフェニルシリコーン類を混合しブリードさせる加硫ゴム）が考えられる。
【００２５】
　一方、封止材としては、図７に示すように、内軸２に接着されるスリーブ状の封止材１
１Ｅを設け、この封止材１１Ｅの軸方向の長さＹを内軸２と外管３との相対移動距離Ｘ以
上とすることでシール性を確保することも考えられる。
　また、図８（Ａ）に示すように、封止材１１Ｆの内周面へ周方向に突設した突条１６を
内軸２の外周に凹設したリング溝１７に係止させたり、同図（Ｂ）に示すように、封止材
１１Ｇの内周面に突設した複数の係止突起１８を内軸２に設けた透孔１９に貫通係止させ
たりしてもよい。これらの場合も突条や係止突起の係止は外管との間で行っても差し支え
ない。
【００２６】
　さらに、封止材には、難燃性ゴムを使用したり硬質セラミック系材料を使用したりする
ことで耐火性を持たせることもできる。
　加えて、封止材は、内軸又は外管に対する片面接着に限らず、弾性が６００％以上の材
料、例えばスチレン系やオレフィン系のＴＰＥ材料であれば、内軸と外管とのそれぞれの
対向面において接着してもよい。
【００２７】
　その他、軸心部材は軸体に限らず、板状や筒状であっても採用できるし、軸心部材と外
装部材とが一つずつ設けられる形態に限らず、外装部材にさらに一又は複数の筒状の外装
部材を同軸且つ非接触で外装して、それぞれの外装部材の間の筒状空間内にそれぞれ塑性
流動抵抗材料を、同様に接着や封止材を利用して収容することもできる。この場合、軸心
部材から一つ置きの外装部材の組と、それ以外の一つ置きの外装部材の組とがそれぞれ同
じ側に接合されることになる。
　また、制震ダンパーのフレームへの取付形態も、内軸側と外管側とを逆に取り付けたり
、複数の制震ダンパーを対角線上にＸ字状に架設したり、上下一対の制震ダンパーを一方
の柱の中間部位に連結するいわゆるＫ字状に架設したり等、適宜設計変更可能である。
【符号の説明】
【００２８】
　１，１Ａ～１Ｃ・・制震ダンパー、２・・内軸、３・・外管、４・・筒状空間、５・・
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未加硫ゴム、６・・接着層、７，９・・半割金具、８，１０・・フランジ、１１，１１Ａ
～Ｅ・・封止材、１２・・テーパ面、１３・・空間、１４・・凹溝、１５・・グリース、
１６・・突条、１７・・リング溝、１８・・係止突起、１９・・透孔、２０・・フレーム
、２１・・柱、２２・・横架材、２３・・ガセットプレート、２４・・取付金具。

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図７】 【図８】
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